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西三河都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）岡崎西尾地域広域ごみ処理施

設整備事業に係る都市計画の構想段階評価書の案についての意見書の意見の概要

及び都市計画決定権者の見解 

都市計画の構想段階評価書の案についての縦覧状況及び意見書の提出状況 

(1) 縦覧状況 

・縦 覧 期 間：令和４年３月２日（水）～３月 31 日（木） 

・意見書提出期限：令和４年３月 31 日（木） 

 

表1 都市計画の構想段階評価書の案についての縦覧状況 

縦覧場所 閲覧者数 

西尾市 

環境部環境業務課 0 

都市整備部都市計画課 0 

西尾市役所一色支所 0 

西尾市役所吉良支所 0 

西尾市役所幡豆支所 8 

幸田町 環境経済部環境課 1 

合 計 9 

 

(2) 意見書の提出状況 

都市計画の構想段階評価書の案を上記の期間において縦覧し、意見書提出期限までに提

出された都市計画の見地からの意見書は計２通（32 件）であり、その意見書に記載された

意見の分類は、表 2 に示すとおりである。 

 

表2 都市計画の構想段階評価書の案についての意見書の意見の分類 

分  類 意見数 

第１章 都市計画決定権者の名称  0 

第２章 都市施設の目的及び内容 13 

第３章 都市施設の区域及びその周囲の概況  9 

第４章 都市計画における評価項目及び評価の方法  1 

第５章 評価の結果  2 

第６章 総合評価  0 

第７章 構想段階評価書に関する業務を委託した事業者の名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
 0 

その他の事項  7 

合 計 32 



2 

都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び見解 

都市計画の構想段階評価書の案についての都市計画の見地からの意見の概要及び都市計画

決定権者の見解は、表 3(1)～(13)に示すとおりである。なお、計画段階環境配慮書の案につ

いての意見書と共通の内容についても記載している。 

 
表 3(1) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

第２章 都市施設の目的及び内容 

１ *２ 選定経緯で経済性を詳しく説明すべき 

p19「複数の都市計画の概略の案の設定…位置及び規模

に関する複数案の設定は行わず、施設の配置及び構造

等について複数案を設定する。」とあるが、少なくとも、「都

市計画の一体性・総合性の確保」、「自然的環境の整備

又は保全」、「適切な規模及び必要な位置への配置」、

「円滑な都市活動の確保」及び「良好な都市環境の保持」

の５つの評価分野について評価を行うp161としながら、

「4.4.5 適切な規模及び必要な位置への配置」を追加して

いる。このうち事業コストの適正p164については、「2.1.4 

建設予定地の選定経緯」からの資料で、O1、N1、N2、

N3、N4、N5、N6、K1、K2毎の経済性(用地購入費、概算

造成工事費等) p8の結論だけが記載してあるが、内容を

詳しく説明すべきである。N4(現西尾クリーンセン夕一)だ

けが経済性は10点満点で、他のケースの3～4点と大きく

差を付けている。 

もう決まったことだからとして「施設建設費用は基本的

には変わらない。施設

構造 (煙突の高さ )につ

いては、 煙突高さの低

い方が事業コストは小さ

いと考えられる。」p208

と子どもにもわかるよう

な複数案比較はやめる

べきである。 

経済性については、用地購入費及び

概算造成工事費等により評価してお

り、用地購入費については、全国地価

マップから各候補地の１㎡当たり単

価の最小及び最大値から単価を５段

階に設定し、評価基準としておりま

す。候補地に当該市町の用地が含まれ

る場合、用地購入費は見込まないもの

としていることから、現施設の位置す

る西尾市クリーンセンター敷地の経

済性の評価が高くなっております。ま

た、概算造成工事費等についても、敷

地全体概算造成等の費用を算出した

上で、各候補地の１㎡当たり単価の最

小及び最大値から単価を５段階に設

定し、評価を行った結果となっており

ます。 

２ *共通１ 事業位置決定段階の複数案を配慮書で検討

すべき 

p7「岡崎西尾地域広域化ブロック会議において、

次期広域ごみ処理施設の建設予定地は、候補地のう

ち得点の最も高かった現西尾市クリーンセンタ一敷

地(N3)とすることが決定され、西尾市ホームページ

などで公表されている。」とあるが、この事業位置決

定段階での複数案決定が配慮書の案でもっとも必要

である。 

少なくとも、他と比べ点数の低い「道路混雑度と

の関係」、「河川氾濫による浸水に対する安全性」、

「障害物等の有無」p8 については、第３章配慮書対

象事業実施想定区域及びその周囲の概況の中で詳細

に示すべきである。 

また、「道路混雑度との関係」、「河川氾濫による

浸水に対する安全性」に関連する項目を配慮書の案

の評価項目に加えるべきである。 

配慮書について、位置の複数案の設

定が重要であると理解しております

が、ごみ処理施設という性質上、建設

候補地の選定は地元のご理解が非常

に重要であり、選定段階で複数の候補

地を公表することは、それぞれの地元

に多大な影響を及ぼすことが懸念さ

れます。このため、候補地決定後に配

慮書の手続きを実施することといた

しました。 

また、ご意見のあった「道路混雑度

との関係」、「河川氾濫による浸水に

対する安全性」、「障害物等の有無」に

ついては、愛知県環境影響評価条例に

基づく評価項目とは異なることから、

配慮書の項目としては考えておりま

せんが、事業計画の検討にあたって

は、これらの内容にも十分配慮してま

いります。 

注）意見番号２は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見書の
内容である。 
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表 3(2) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

３ *共通２ 焼却処理能力は過大ではないか 

p10 ごみ焼却施設処理能力:約 310t/日は、過大で

はないのか。岡崎市八帖クリーンセンター 100t 炉と

西尾市クリーンセン夕一 195t(65t×3)炉の焼却能力

を集約しただけではなく、15t/日も増加する計画で

ある。 

規模算定の根拠 p19 にしている岡崎西尾地域循環

型社会形成推進地域計画(令和 2 年 11 月)では操業開

始予定の 2030(令和 12)年の予測までしか行っていな

い。人口減少が顕著になる 2030 年以降の人口減によ

るごみ排出量の減少を考慮すれば、過大設備となる

可能性が高い。 

このため、位置はもちろん、規模についても現時

点での人口予測、将来焼却ごみ量の再予測を行うべ

きである。 

現に、豊橋田原ごみ処理施設整備事業は、2015 年

の配慮書～2019 年評価書まで済んでいたにもかかわ

らず、2010 年に処理能力を見直し、旧計画の 520t/

日の 8 割の 417t/日とすることとし、2021 年 10 月に

は準備書の変更の意見を集めている。 

ごみ焼却施設の処理能力約 310t/日

は、「岡崎西尾地域循環型社会形成推

進地域計画」において、稼働開始を予

定している令和 12 年度の焼却処理量

を基に、地震や水害等の災害に伴い発

生する災害廃棄物処理分も考慮して

算出したものです。 

なお、処理能力については、今年度

策定する「廃棄物処理施設整備基本計

画」において、再度検討を行っていく

予定としております。 

４ *共通３ 焼却施設数を明記すべき 

p12 ごみ焼却施設の緒元として、処理能力約 310t/

日、処理方式、処理対象ごみ、公害防止設備、煙突

高さ、運転計画とあるが、焼却施設数を明記すべき

である。まさか１基だけではないと思われるが、焼

却施設の保守点検時期等、実際の焼却能力を検討す

るうえで重要な項目である。 

焼却施設数（炉数）については、今

年度策定する「廃棄物処理施設整備基

本計画」において、検討を行ってまい

ります。 

５ *共通４ 自主規制値を早期に適切に 

p14「法令に基づく基準値に比べ厳しい自主規制値を

今後設ける計画」とあるが、本来はこの配慮書の案

で明記すべきであるが、次の段階の方法書では適切

な値を設定すべきである。また、法規制値だけを記

載するのではなく、法に基づき公表しているばい煙、

ダイオキシン類の維持管理状況、及び悪臭、騒音、 振

動の自主測定結果をこの表に追加して分かり易くす

べきである。 

 

自主規制値については、今年度策定

する「廃棄物処理施設整備基本計画」

において、検討を行ってまいります。 

なお、本ページでは排ガス等の法規

制値について示しているため、維持管

理状況等は記載しておりませんが、方

法書以降の図書において、既存施設の

維持管理状況の記載について検討い

たします。 

 

６ *共通５ 雨水は汚れているので処理して放流を 

p14「生活排水及び雨水は、処理を行ったのち、既

存の水路等を通じて須美川へ放流する計画である」

とあるが、ごみ焼却施設の場内雨水は予想外に汚れ

ており、有害物質で汚染されている場合もあるため、

プラント系生活系排水と同様に処理し、須美川に放

流することが望まれる。 

ごみや焼却灰は建屋内で処理及び

保管するとともに、焼却灰の運搬時に

は飛散防止措置を講じる計画であり、

運搬時・保管時を含めて雨水との接触

がないよう適切に運営・管理を行って

まいります。 

注）意見番号３～６は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見書
の内容である。 
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表 3(3) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

７ *共通６ 低公害型建設機械の使用は発注条件に 

p15「工事中の環境保全対策①排出ガス及び騒音・

振動対策…建設機械は、可能な限り排出ガス対策型

及び低騒音型の建設機械を使用する。」とあるが、

「可能な限り」では、努力さえすればいいことにな

る。また、低振動型建設機械が欠落している。発注

条件に排出ガス対策型及び低騒音型・低振動型の建

設機械使用を明記すべきである。さらに地球温暖化

対策のため低炭素型建設機械の使用についても迫加

すべきである。 

排出ガス対策型や低騒音型の建設

機械は数多くありますが、特に低振動

型について、使用するすべての種類の

建設機械にはないため、このような記

載としておりますが、排出ガス対策型

建設機械、低騒音・低振動型建設機械

及び低炭素型建設機械については、積

極的な使用に努めてまいります。 

なお、発注条件への記載について

は、今後検討してまいります。 

 

８ *共通７ 粉じん対策は具体的に 

p15「工事中の環境保全対策②粉じん対策…工事中

は建設機械の稼働等による砂の巻き上げや土砂等の

飛散を防止するため、施工区域をフェンス等により

仮囲いする。また、適宜散水を行って粉じんの飛散

を防止する。」とあるが、もっと具体的に記載すべき

である。仮囲いの高さ、散水の頻度又は散水条件、

また、工事車両の夕イヤ等の洗浄を追加すべきであ

る。 

工事中の粉じん対策については、方

法書以降の段階において、より具体的

な内容の計画の検討を進めてまいり

ます。 

なお、粉じん対策を含む本事業での

環境保全対策の具体的な方法につい

ては、今後工事の発注までに検討して

いきたいと考えており、環境影響評価

の中では、基本的な対策の内容を記載

したいと考えております。 

 

９ *共通８ 掘削土壌の場外持ち出しはないのか 

p15「工事中の環境保全対策⑤土壌汚染対策…本事

業は「士壌汚染対策法」及び「県民の生活環境の保

全等に関する条例」の対象となることから、法令に

基づき必要な調査を今後実施する。」とあるが、調査

深度についての考えが必要である。また、掘削した

土壌を外部に持ち出すかどうかも明記すべきであ

る。 

土壌調査の掘削深度については、今

後、法令に基づき適切に設定していき

ます。また、掘削した土壌については、

極力、外部に搬出しないようにします

が、具体的には今後検討してまいりま

す。 

10 *共通９ 収集運搬車両の追加分を明記し計画段階配

慮事項に追加すべき 

p16「また、令和２年度における西尾市クリーンセ

ン夕一へのごみ収集車等の関係車両は、日平均で約

560 台である。」では不十分。今回の計画で、岡崎市

八帖クリーンセンタ一 100t 炉分を追加するのだか

ら、その収集運搬車の台数を現在の西尾市クリーン

セン夕一 195t(65t×3)炉分に加味しなければ意味が

ない。 

図 2.2.4 関係車両の主要走行経路 p17 のどの道路

に、現状はどれだけで、岡崎市、幸田町のごみ処理

追加分でどれぐらいの交通量増加が想定されるのか

を示し、道路混雑度との関係が、３点と低かった p8

こともあり、混雑度がどうなるのか、また、関係車

両走行による大気、騒音、振動がどうなるかを計画

段階配慮事項に追加し、調査、予測、評価をすべき

である。 

配慮書においては、現況の収集運搬

車両台数について記載しております。 

なお、将来の収集運搬車両台数につ

いては、現在検討を行っているところ

です。このため、将来の収集運搬車両

を含めた関係車両走行による大気質、

騒音、振動の調査、予測、評価につい

ては準備書以降に記載します。 

 

 

 

注）意見番号７～10 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(4) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

11 *共通10 位置、規模は配慮書の案で検討すべき 
p19「複数案の設定…位置及び規模に関する複数案

の設定は行わず、施設の配置及び構造等について複

数案を設定する。」とあるが、配慮書が法制化された

経過からして、事業の位置、規模はもっとも重要な

項目であり、本来はこの配慮書の案でこそ、検討内

容とすべきである。 

事業位置については、「2.1.4 建設予定地の選定経

緯」p6～p8 にそ

れなりにまとめ

てあるが、内容の

分析は不十分で

ある。 

規模について

は、「2.2.4 都市

計画配慮書対象

事業の諸元…ご

み焼却施設の処

理能力約 310t/

日」P12 とあるだけで、その根拠は「岡崎西尾地域循

環型社会形成推進地域計画」で算出している、の一

言しかない。しかし、その内容を見ると、主な焼却

処理量は人口が基本になると考えており、岡崎市、

幸田町で増加するために、西尾市は減少しても、全

体として増加することになっており、現在の社会常

識とは反対の結果となっている。さらに操業を開始

する 2030(令和 12)年からは、どんどん人口が減少す

るにも拘わらず、その動向さえ検討していない。 

全国の自治体が将来構想等のために活用している

「日本の地域別将来推計人口 (平成 30(2018)年推

計)」(国立社会保障・人口問題研究所)では、2015

年から 2045 年の将来人口を予測しているが、操業を

開始する 2030(令和 12)年はさらに過大になってい

る。人口減少が顕著になる 2030 年以降の予測は岡崎

西尾地域循環型社会形成推進地域計画では行ってい

ない。 

 

事業の位置の設定の考え方につい

ては、意見番号２で回答したとおりで

す。 

また、ごみ焼却施設の処理能力の設

定の考え方については、意見番号３で

回答したとおりです。 

12 *共通11 位置は配慮書の案で検討すべき 

p19「複数の都市計画の概略の案の設定…位置及び規

模に関する複数案の設定は行わず、施設の配置及び構

造等について複数案を設定する。」とあるが、「都市計画

運用指針」p275「２.廃棄物処理施設の計画に当たっての

留意事項 廃棄物処理施設の設置に当たり、都市計画

の観点として少なくとも以下の項目に留意することが望ま

しい。… (４)位置①主な搬出入のための道路が整備され

ているか、整備されることが確実であることが望ましい。②

市街化区域及び用途地域が指定されている区域におい

ては、工業系の用途地域に設置することが望ましい。③

災害の発生するおそれの高い区域に設置することは望ま 

事業の位置の設定の考え方につい

ては、意見番号２で回答したとおりで

す。 

 

注）意見番号 11～12 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(5) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

12 （続き）しくない。④敷地の周囲は、緑地の保全又

は整備を行い、修景及び敷地外との遮断を図ること

が望ましい。…⑤ごみ焼却場等については、必要に

応じ地域における熱供給源として活用することが望

ましい。この場合は、関連する地域冷暖房施設等に

ついても一体的に定めることが望ましい。」とあり、

環境影響評価法で配慮書が法制化された経過からし

ても、事業の位置、 規模はもっとも重要な項目であ

り、位置について本来はこの配慮書の案、構想段階

評価書の案でこそ、検討内容とすべきである。 

 

13 *共通12 複数案は煙突の配置と高さだけ 

複数案として重要な事業の位置、規模を事前に決

めてしまっているため p19、複数案は煙突位置と煙突

高さだけという、配慮書の手続きをしなくても結論

は分かっていることだけである。「煙突の高い方が

寄与濃度は低く最大着地濃度出現距離は遠くなる。」

p173 などでは、比較検討する意味がない。規模につ

いての複数案を過大投資にならない観点からしっか

り検討すべきである。 

 

愛知県環境影響評価条例では、複数

案の設定の考え方として、「位置・規

模」、「配置・構造」の観点から設定す

ることとされています。 

事業の位置、規模の設定の考え方に

ついては、意見番号２、意見番号３で

回答したとおりです。 

このため、配慮書においては、「配

置・構造」について、重大な環境影響

を把握する観点から複数案を設定し

ております。 

第３章 都市施設の区域及びその周囲の概況 

14 *３ 河川氾濫による浸水に対する安全性を検討すべき 

位置の選定経緯で、現に西尾クリーンセン夕一は、河

川氾濫による浸水に対する安全性は最低の１点p8で

「0.5m以上の被害が想定される。」p7となっているため、ま

ずその事実を正確に示すため、第３章 都市施設の区域

及びその周囲の概況に、洪水ハザードマップを追記すべ

きである。 

また、過去の洪水による氾濫被害の実績、河川氾濫に

対する対応策を具体的に記載すべきである。 

その上で、河川氾濫による浸水に対する安全性が

最低の１点しかないことについての評価を示すべき

である。 

 

平成元年度以降の記録では、対象事

業実施想定区域において洪水による

浸水の実績はありません。 

また、河川氾濫に対する対応策につ

いては、今年度の「廃棄物処理施設整

備基本計画」において、検討を行って

まいります。 

注）意見番号 12～13 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(6) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

15 *共通 13 西尾市クリーンセン夕一の南東でのダイ

オキシン類濃度が最大なので注意を 

西尾市クリーンセン夕一のダイオキシン類排出

濃度は、１号炉 0.0059、２号炉 0.0053、３号炉

0.0029pg-TEQ/m3 で排出基準の 5pg-TEQ/m3 以下で

あることをまず記載すべきである(西尾市クリーン

セン夕一の維持管理の状況に関する記録、令和３年

度(2021 年度))。 

また、環境濃度は北西の卓越風の影響を受けてお

り、令和元年度は西尾市クリーンセン夕一内の

0.019pg-TEQ/m3 よりも、南東側 1km 弱の瀬戸公民

館のダイオキシン類の環境濃度が 0.072pg-TEQ/m3

と、３倍以上であり、この地点で最大となる傾向は

毎年同じなので p39、西尾市クリーンセン夕一の維

持管理に十分注意すべきである。 

 

本ページでは周辺の環境の現況を示

しているため、維持管理状況等につい

ては記載しておりませんが、ご指摘を

踏まえ、方法書以降の図書において、

既存施設の維持管理状況の記載につい

て検討いたします。 

また、周辺のダイオキシン類の現況

の濃度は、環境基準（0.6pg-TEQ／m3以

下）に対して十分小さい値と考えてお

りますが、今後も施設の維持管理に十

分注意して運営してまいります。 

16 *共通14 道路騒音の環境基準のあてはめの明記を 
p40「道路交通騒音の調査結果…令和元年度は全

地点で環境基準を達成していた。」とあるが、大気

や水質の調査結果のように、環境基準値及びその根

拠を追記すべきである。 

騒音に係る環境基準はp121～122では、「一般地域」、

「道路に面する地域」、幹線交通を担う道路に近接する

空間の騒音に係る環境基準 (特例 )」の値が示してある

だけであり、どの様に適用するかが不明である。まず、

「一般地域」で昼間は50～60dB(夜間も定めてあるが省

略)と定められ、ただし書きで「道路に面する地域」は昼

間60～65dBと緩めてあり、地域の類型により異なる。そ

のうえ、「幹線交通を担う道路に近接する空間」は特例

としての基準値昼間70dBのとして更に緩い環境基準が

定めてある。しかも、この幹線交通を担う道路の定義は

中央環境審議会の答申に基づく環境基準の告示では

なく、環境省の通知で「高速道路、自動車専用道路、

国・県道、４車線以上の市道」と定めている。 

これらを適正にあてはめるためには、幹線交通を担

う道路である条件を満たすかを確認できるよう、県

道、自動車専用道路、４車線以上の市道であるかど

うかを記載しないといけない。番号 1 は名称から県

道花蔵寺花ノ木線と判断できるが、番号 2「主要地

方道西尾幸田線」とあるが、測定場所の津平消防庫

は２車線の道路に面しており、その場合の環境基準 

ご指摘を踏まえて、環境基準及び要

請限度の値、測定時間の時間区分及び

測定場所はいずれも幹線交通を担う道

路であることを示す内容を追記しまし

た。 

なお、番号２（津平消防庫：吉良町

津平大入 452）の測定地点は、主要地方

道西尾幸田線（県道 41 号）から 10ｍ程

度の位置にあり、「幹線交通を担う道

路に近接する空間」の環境基準を当て

はめることができる測定場所となって

います。 

 

注）意見番号 15～16 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(7) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

16 （続き）は「道路に面する地域」をあてはめることになって

おり、地域の類型指定がどうなっているかにもよるが、昼

間の68dBは「道路に面する地域」の昼間60～65dBを超

えていることになる。事実を確認されたい。その北側

70mも離れた主要地方道西尾幸田線の騒音が主たる

音源だとしても、環境省通知の20mを超えており、「幹線

交通を担う道路に近接する空間」の環境基準をあては

めることはできない。(参考)騒音に係る環境基準の改正

について:平成10年9月30日 環大企257号 

2 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をい

うものとする。 

(1) 道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般

国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては

４車線以上の区間に限る。)。 

(2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道で

あって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定め

る自動車専用道路。 

地域の指定の周知に併せて、幹線交通を担う道路の

定義を、都道府県の公報に掲載するなどにより、関係

住民等に周知させるよう配慮されたい。 

3 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の

車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲

を特定するものとする。 

(1)２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 

15メートル 

(2)２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 

20メートル 

 

 

17 *共通15 要請限度は正確に、環境基準あてはめは重

複 

p124、自動車騒音要請限度の注１)の「…措置を執る

べきことを要請する際の限度をいう。」という表現を、騒

音規制法第17条に基づくこと及び「措置を執るべきこと

を要請するものとする。」と市長の責務として定められて

いることを正確に表現すべきである。 

また、「自動車騒音に係る要請限度」の、注２)「幹線交

通を担う道路」の定義、注３)「幹線交通を担う道路に近

接する区域」の定義は、自動車騒音に係る要請限度と

は無関係である。この注は環境基準のあてはめについ

ての環境庁通知であり、p122の注１)、注２)ですでに注

記済みであり、重複記載する必要はない。 

ご指摘を踏まえて、要請限度に関す

る注釈の記載内容を修正しました。 

また、「自動車騒音に係る要請限度」

の、注２)「幹線交通を担う道路」の定

義、注３)「幹線交通を担う道路に近接

する区域」の定義については、より分

かりやすい図書とするため、表ごとに

記載をすることとしました。 

注）意見番号 16～17 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(8) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

18 *共通l6 道路交通振動の評価は要請限度では不十分 

p40「道路交通振動の調査結果…いずれの地点も昼

夜ともに要請限度と適合している。」とあるが、いくら環

境基準がないとはいえ、要請限度は、振動規制法第16

条で、市町村長は、道路交通振動が環境省令で定め

る限度(要請限度)を超えていることにより道路の周辺の

生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路

管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装、維

持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道

府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置

を執るべきことを要請するものとする。というものであり、

このような値で評価するのは環境影響評価の精神から

大きく離れる。人が振動を感じ始める値 (振動感覚閾値

55デシベル)を用いるべきである。 

現に、豊橋田原ごみ処理施設整備事業では、焼却

処理能力を減少させて環境影響評価をやり直している

が、道路交通振動については「ア環境影響の回避・低

減に係る評価…廃棄物等の搬入及び搬出に伴う振動

レベルは、人が振動を感じ始める値(振動感覚閾値 55 

デシベル)以下となるものと予測されるが、さらに、環境

保全措置を実施することから、振動に係る環境影響が、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が

図られている。」(変更準備書2021年10月p622)としてい

る。 

ご指摘を踏まえて、令和元年度にお

ける道路交通振動調査の結果は、要請

限度との対比による評価とともに、人

が振動を感じ始める値である振動感覚

閾値（55 デシベル）を下回っている旨

の記載を追記しました。 

 

19 *共通 l7 道路交通振動に係る要請限度を正確に 

p126「道路交通振動に係る要請限度」の注)で「…措置

を執るべきことを要請する際の限度をいう。」という表現

を、振動規制法第16条に基づくこと及び「措置を執るべ

きことを要請するものとする。」と市長の責務として定め

られていることを正確に表現すべきである。 

ご指摘を踏まえて、要請限度に関す

る注釈の記載内容を修正しました。 

20 *共通 18 一律排水基準(生活環境項目)は適用される

のか 

p131「一律排水基準…特定事業場からの排水が

50m3/日を超える場合には、表 3.2.33 に示す排水基準

が適用される。」とあるが、他の大気、騒音などと同様

に、特定事業場からの排水が 50m3/日を超えるかどう

かを記載し、計画施設がこの排水基準が適用されるか

どうかを判断できるようにすべきである。「生活排水及び

雨水は、処理を行ったのち、既存の水路等を通じて須

美川へ放流する」p14 とあるため、その排水量を明記す

べきである。 

また、排水量を明記した上で、大気、悪臭、騒音、振

動 p8 に加えて、厳しい自主規制値を設定すべきであ

る。 

施設排水については、プラント排水

と生活排水があります。このうち、プ

ラント排水については、場内利用し公

共用水域には排水しません。このため、

施設からの排水は生活排水のみとなり

ますが、現時点では排水量は未定とな

っております。今後、自主規制値の設

定の有無についても、併せて検討して

まいります。 

注）意見番号 18～20 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(9) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

21 *共通 l9 西尾市の公害防止の指導基準は適用される

のか 

p135「西尾市では、新設の工場及び事業場について

は、公害防止法令に定める特定施設を有し法規制の

対象となる工場及び事業場に対し表 3.2.37 に示す指

導基準を定めている。」とあり、浄化槽からの排水基準と

して BOD、COD、SS が定められているが、他の大気、

騒音などと同様に、計画施設が適用されるかどうかを示

すとともに、自主規制値に追加することを記載すべきで

ある。 

施設排水については、意見番号 20 で

回答したとおりです。 

22 *共通 20 水量測定器設置義務はあるのか 

p136「西尾市は、「県民の生活環境の保全等に関す

る条例」による揚水規制の規制区域には該当していな

いが、水量測定器設置義務区域に該当することから、

揚水設備のうち、揚水機の吐出口の断面積が 19 平方

センチメートル(ふたつ以上ある場合はその断面積の合

計)を超える揚水設備を設置している場合は、水量測定

器を設置し、地下水の揚水量を測定し、その結果を知

事に報告しなければならない。」とあるが、そもそも地下

水揚水設備を設置する計画かどうかを記載し、水量測

定器設置義務があるかどうかを判断できるようにすべき

である。 

地下水の利用の有無についは、今年

度策定する「廃棄物処理施設整備基本

計画」において、検討を行ってまいり

ます。 

 

第４章 都市計画における評価項目及び評価の方法 

23 *共通 2l 大気質の予測手法プルーム・パフ式では、

地形変化に対応できない 

p162「調査、予測及び評価の手法(大気質)…予測

の基本的な手法：プルーム式等による簡易的な拡散

計算により、年間の平均的な気象条件時における煙

突からの寄与濃度について予測する。」(構想段階評

価書の案 p178 「有風時寄与濃度計算…拡散式は以

下の点煙源プルーム式を用いた。静穏時寄与濃度計

算…拡散式は以下の簡易パフ式を用い、静穏時の寄

与機度を計算した。」)とあり、大気質の予測手法で

“プルーム・パフ式”を用いることになっている

が、この予測式は、「平たん地で風下に向かって連

続して拡散される定常状態の汚染物質濃度の予測

値を求めるのに適「平坦地」の予測に用いる“プル

ーム・パフ式”で対応できるかどうかの検討が必要

である。 

横浜環状道路(圏央道)対策連絡協議会が、独自に現

地で実験し「科学的にはもっと正しい方法がある」

と公害調停を申請した結果、2017 年 2 月 20 日に公

害調停合意が成立し、「環境影響評価の大気汚染予

測の方法について、科学的知見に基づき最適な予測 

３次元流体モデル等の詳細な予測の

手法については、対象地域が通常より

拡散しにくい地形を有する場合で、か

つ、環境影響の程度が著しいものとな

るおそれがある場合に用いられます。

対象事業実施区域周辺は、そのような

地形にはなっていないことから、大気

質の予測において実績のある手法であ

る、プルーム・パフ式を用いて、予測・

評価を行っています。 

注）意見番号 21～23 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 
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表 3(10) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

23 （続き）手法を用いるものとする。」と、これまで

大気拡散予測時に採用されている「プルーム・パフ」

モデルではなく、3 次元流体モデルなど最適な方法

を採用すべきという合意がされた。国士交通省から

は「合意内容については誠実に対応していく」との

コメントを引き出したものである。こうした点は愛

知県でも明確になり、県環境影響評価条例に基づく

尾張北部環境組合ごみ処理施設整備事業の配慮書

に対し、2019 年 7 月 5 日に知事意見で“事業実施

想定区域が木曽川沿いに位置しているため特異な

風向・風速を有すると考えられること、煙突の高さ

が航空法の制限を受けるためダウンドラフト等に

より塩化水素等の短期濃度が高くなることが懸念

されることから、大気質について、適切な調査、予

測及び評価の手法を検討すること。”としている。 

 

第５章 評価の結果 

24 *４ 事業期間長期化リスクは検討不十分 

事業期間長期化リスクは、「建設予定場所の現況

は主に駐車場等となっており、既存施設撤去による

事業期間長期化リスクはない。」p208 とあるが、主

に駐車場ではあるが、管理棟が存在し、その代替施

設を何処かに作らなければ事業期間長期化リスク

があるはずだが、どの様に考えているのか。 

また、駐車場が全てなくなるような計画であるが、この

駐車場は、どの様な用途で使用されているのか、搬入

車両の待機場になっているのではないか。それなら、充

分な広さの待機場を何処かに確保できるのか。事業期

間長期化リスクにはならないのか。 

駐車場については、現在、来客者と

職員が利用していますが、新施設の工

事中は来客用の駐車場利用を中止する

とともに、職員用の駐車場は建設予定

地以外の敷地内に確保する計画として

おります。なお、建設予定地の駐車場

は搬入車両の待機場にはなっておりま

せん。 

25 *共通 22 年平均値と年間 98％値等の関係式は正し

いのか 

p173(構想段階評価書の案 p182)予測結果の将来

濃度(年平均値)から、年間 98％値または２％除外

値を計算しているが、その関係式で試算(表の右端

の赤宇)すると、予測結果とはならないが、その理

由を確認すべきである。 

 

寄与濃度については、表記上は小数

点第４位まで記載していますが、小数

点第４位以降も数値が存在しており、

それを含めて日平均値の２％除外値ま

たは年間 98％値への換算を行っており

ます。 

注）意見番号 23、25 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見
書の内容である。 



12 

表 3(11) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

その他の事項 

26 *１ 構想段階評価書の案への意見に見解を示すこ

とを明記すべき 

「西三河都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施

設)岡崎西尾地域広域ごみ処理施設整備事業に係る

都市計画の構想段階評価書の案」は、「西三河都市

計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)岡崎西尾地

域広域ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境

配慮書の案」 と同じ様な内容だが、その意見はど

のように取り扱うのか。はじめにで「「都市計画運

用指針」(令和3年11月一部改定)に基づき、都市計

画の構想段階手続きとして、都市施設についての概

略の案に対して、評価項目を設定し、その評価結果

をとりまとめたものである。」とあるが、概略の案

に対する評価結果をとりまとめたもの、だけなの

か。「都市計画運用指針」にも意見の聴取、意見の

扱いについては触れていない。「岡崎西尾地域広域

ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書

の案及び都市計画の構想段階評価書の案を公表し

ます」 として意見を募集しているが、「意見書の取

扱いについて…記載していただきました内容につ

いて、住所、氏名を除いて公開する場合があります。

いただきました意見について個別に対応は致しか

ねます。あらかじめご了承ください。」しか記載が

ない。「都市計画運用指針」p349で「都市計画決定権

者は、構想段階評価の結果及び当該評価結果に係る

住民意見等を踏まえ、…都市計画の概略の案を決定

するものとする。」とある以上、各意見を正確に紹介し、

それぞれに都市計画決定権者の見解を述べることを明

記すべきである。 

都市計画の構想段階評価書の案に対

していただいた都市計画の見地からの

ご意見については、ご意見に対する都

市計画決定権者の見解を示すととも

に、その内容をホームページにて公表

することを考えております。 

27 *５ 地域における熱供給源として活用することを検討す

べき 

「都市計画運用指針」p275では、「2.廃葉物処理施

設の計画に当たっての留意事項  廃棄物処理施設の

設置に当たり、都市計画の観点として少なくとも以下の

項日に留意することが望ましい。… (4)位置  ①主な搬

出入のための道路が整備されているか、整備されること

が確実であることが望ましい。②市街化区域及び用途

地域が指定されている区域においては、工業系の用途

地域に設置することが望ましい。③災害の発生するお

それの高い区域に設置することは望ましくない。④敷地

の周囲は、緑地の保全又は整備を行い、修景及び敷

地外との遮断を図ることが望ましい。…⑤ごみ焼却場等

については、必要に応じ地域における熱供給源として

活用することが望ましい。この場合は、関連する地域冷

暖房施設等についても一体的に定めることが望まし

い。」とあり、環境影響評価法で配慮書が法制化された

経過からしても、事業の位置はもっとも重要な項目であ

り、本来はこの構想段階評価書の案でこそ、検討内容

とすべきである。少なくとも、地域冷暖房施設について

の検討結果を示すべきである。 

事業の位置については、ごみ処理施

設という性質上、建設候補地の選定に

あたっては地元の理解が非常に重要な

ものであり、選定段階において複数の

候補地を公表することは、それぞれの

地元に多大な影響を及ぼすことが懸念

されます。このため、候補地決定後に

構想段階評価書の手続きを実施してお

ります。 

地域冷暖房施設については、余熱利

用施設として、今年度の「廃棄物処理

施設整備基本計画」において、検討を

行ってまいります。 
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表 3(12) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

28 *共通23 現西尾市クリーンセン夕一の解体時期を明記

すべき 

p18「工事計画の概要

…新施設の建設工事以

前に現施設のうち新施

設建設に支障となる一部

施設の解体を行う可能

性がある。」が、現西尾市クリーンセン夕一は、いつまで

稼働するのか、本格的解体はいつからか、それらは今

回の環境影響評価手続きにどう含まれるのかを示し、

工事工程表に現施設の解体時期を追加すべきである。 

景観予測を見ると、現施設の煙突と、新施設の煙突

と、2本の煙突があることになっているため、新施設稼働

までは現施設を稼働したままということまでは理解できる

が、新施設が完成すれば現(旧)施設は解体するはずで

あり、その解体工事に伴う環境影響評価を今回の環境

影響評価手続きの中で行うべきである。その時期を、少

なくともこの工事工程表に追加すべきである。 

なお、現施設の施設配置p11と、設定した複数案p21

を比較すると、現施設の駐車場、管理棟、リサイクルプ

ラザ棟の場所に新施設を計画しているが、これらの施

設を解体するとは当然であるが、その代替施設をどこに

建設するか、搬出入車両の動線・駐車場をどうするかを

示し、現施設の正常稼働に影響がないことを確認でき

るようにすべきである。 

 

本事業では、新施設の建設工事以前

に現施設のうち新施設建設に支障とな

る一部施設の解体を行う可能性があり

ますが、具体的には検討中の段階です。 

また、新たな施設が稼働した後に現

施設を解体する予定ですが、具体的な

解体時期は未定です。 

なお、駐車場については、現在、来

客者と職員が利用していますが、新施

設の工事中は来客用の駐車場利用を中

止するとともに、職員用の駐車場は建

設予定地以外の敷地内に確保する計画

としております。また、現施設のうち

新施設建設に支障となる一部施設の解

体を行う場合にも、現施設の正常稼働

には影響がないように検討してまいり

ます。 

 注）意見番号 28 は、計画段階環境配慮書の案及び都市計画の構想段階評価書の案に共通して提出された意見書の
内容である。 
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表 3(13) 都市計画の構想段階評価書の案についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見の概要 都市計画決定権者の見解 

29 ①施設構造（煙突の高さ）について 

 コスト面や景観よりも他地域より周辺住民は少

ないとはいえ今迄はもとより、永年にわたり当地域

にはまた大量に汚染は蓄積され続ける訳でありま

すので、住民の健康には十分配慮し、少しでも地域

住民の不安を軽減して頂きたい。 

施設構造の煙突高さについては、今

年度の「廃棄物処理施設整備基本計画」

において、検討を行ってまいりますが、

今後併せて実施する環境影響評価の手

続きの中で、施設の稼働による大気質

等の予測評価をお示しするとともに、

説明会等を通じて地域住民の方へ内容

のご説明を行い、不安を軽減していた

だけるように努めてまいります。 

30 ②次期廃炉される時には是非西尾市以外でお願い

したい。 

今後の計画については、未定となっ

ております。 

31 ③完成稼働時には大気汚染数値は基準値と合わせ

て、毎月公報に掲載し、汚染状況を報告して頂きた

い 

現在の施設についてもクリーンセン

ターの維持管理の状況に関する記録と

して、年に複数回実施している排ガス

中のばい煙等の測定結果を事業者のホ

ームページで公表しております。新施

設についても、同様に排ガス測定結果

等の情報公開に努めてまいりたいと考

えております。なお、情報公開の方法

としては、基本的には事業者のホーム

ページで行うことを検討しておりま

す。 

32 ④住民等意見聴取は出来れば地元住民の意見もし

っかり聴いて頂きたい。 

今後の手続きにおいても、住民の方

の意見聴取の機会を設けるとともに、

説明会等を通じて地域住民の方へ内容

のご説明を行っていく計画としており

ます。 

 


